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提
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Ｋ
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他
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揶
揄
す
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発
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行
っ
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対
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を
送
付
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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
Ｎ
Ｈ
Ｋ
経
営
委
員
が
他
国
を
揶
揄
す
る
発
言
を
行
っ
た
こ
と
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に

関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
の
経
営
委
員
会
の
委
員
が
個
人
的
に
行
っ
た
発
言
に
つ
い
て
、
政
府
と
し

て
「
正
確
な
内
容
を
承
知
し
、
把
握
す
る
」
考
え
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
内
閣
衆
質
一
八
六
第
三
一
号
）
四
に
つ
い
て
で
お

答
え
し
た
と
お
り
、
協
会
の
経
営
委
員
会
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
共
の
福
祉
に
関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
、

広
い
経
験
と
知
識
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
協
会
の
経
営
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
に
対
し
て
予
算
を
措
置
し
て
お
ら
ず
、
御
指
摘
の
「
経
営
委

員
会
委
員
の
報
酬
に
も
国
民
の
尊
い
税
金
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。一



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
答
弁
書
は
、
総
務
省
情
報
流
通
行
政
局
に
お
い
て
起
案
し
、
同
省
に
お
い
て
し
か
る
べ
く
決
裁
を
経
た
上
で
、

内
閣
と
し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
我
が
国
が
承
認
し
て
い
る
国
家
の
う
ち
、
お
尋
ね
の
「
軍
隊
等
の
武
力
組
織
」

を
保
有
し
な
い
国
家
は
、
キ
リ
バ
ス
、
ク
ッ
ク
、
サ
モ
ア
、
ソ
ロ
モ
ン
、
ツ
バ
ル
、
ナ
ウ
ル
、
バ
ヌ
ア
ツ
、
パ
ラ
オ
、
マ
ー

シ
ャ
ル
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
グ
レ
ナ
ダ
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、

セ
ン
ト
ル
シ
ア
、
ド
ミ
ニ
カ
、
ハ
イ
チ
、
パ
ナ
マ
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
ア
ン
ド
ラ
、
コ
ソ
ボ
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
バ
チ
カ
ン
、

モ
ナ
コ
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
及
び
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
他
国
の
政
策
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

七
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
六
月
六
日
内
閣
衆
質
一
八
六
第
一
八
七
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い

二



う
。
）
五
に
つ
い
て
の
答
弁
が
お
尋
ね
の
趣
旨
に
即
し
て
い
る
か
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘

の
と
お
り
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
協
会
の
経
営
委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
委
員
と
し
て
の
職
務
以
外
の
場
に
お
い
て
、

自
ら
の
思
想
信
条
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
自
体
は
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
八
に
つ
い
て
は
、「
会
長
」
に
つ
い
て
お
答
え
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
協
会
の
経
営
委
員
会
に
つ
い
て
は
、

経
営
委
員
会
全
体
と
し
て
、
引
き
続
き
、
法
の
規
定
に
従
い
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

三


